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「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」 

令和７年度「行動指針」周知リーフレットの発行 

 
 
京都市では、子どもを健やかで心豊かに育む社会を築くために、京都市民共通の行動規範

として「京都はぐくみ憲章（子どもを共に育む京都市民憲章）」を制定しています。 

この度、この憲章を実践する行動の輪が一層広がるよう、「子どもを共に育む京都市民憲

章の実践の推進に関する条例」に基づき、令和７年度の「行動指針」を定め、市民の皆様に

周知を図るためのリーフレットを発行しました。 

令和７年度の「行動指針」を広く周知するために、キャッチフレーズである「Let’sはぐ

くみアクション」とともに、以下、テーマを設定しています。このテーマに基づく実践を推

進し、笑顔広がる「はぐくみのまち・京都」の実現に向けて取組を進めます。 

 
  テーマ 
 
 
 
 
「子どもたちが健やかで心豊かに育つための行動」＝「はぐくみアクション」の実践にご

理解とご協力をお願いします。 

 

Ｌｅｔ’s はぐくみアクション！～みんなで声かけ、広げよう！子育て支援の輪～ 






